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今パートやアルバイトをしている方と雇っている会社側に関わるニュースです‼2018年
に所得税法が改正され配偶者(特別)控除の収入基準が103万円→150万円に
変更されました。いくらまで働くとどんな支払いが発生して、どんな控除が無くなるのか
など、きちんと把握して希望の収入・生活に応じた働き方を考えましょう。
まずは今回の改正とパート本人の手取りの推移をグラフでご説明します！！

配偶者控除が変わります‼
１．配偶者(特別)控除の収入基準が１０３万じゃなくなります！

2018年1月から始まってます！

【グラフ①：配偶者（特別）控除の収入基準が103万→150万に】
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点線の枠が
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150万円まで稼いでも僕の所得控除は減らないんだね‼
でも130万超えちゃうと、社会保険の扶養から外れちゃうのか

前は103万円までで調整してたけど
それを超えちゃっても良いのね‼

ついに2018年がやって参りました！パンダ大好き編集委員の谷口です。みなさん今年の抱負はお
決まりですか？私の抱負は「てきとう」です！孔子先生が「過ぎたるは猶及ばざるが如し」と言っている
ように、何事にも「いいあんばい」というものがあるんですね、ふむふむ。なお、写真は年末に行った和歌
山の「アドベンチャーワールド」で撮影しました。本年も永田会計と通信をよろしくお願い申し上げます!

【グラフ②：パートさんの手取りはいくら稼ぐとどうなるの？】
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ポイント：100万を超えると住民税、103万を超えると所得税が発生します。

※表や文中に記載の数値は説明簡素化のため
一部概算や一般的な情報でまとめております。



どれくらいの金額稼ぐとどうなるかは前のページの通りですが、どれくらい働くと、どれくらいの収入になるかという目安が雇用
する側とパートで働く側で把握できていると安心です。下に収入金額の一例を載せましての参考にしてみてください。

２．今後の働き方のヒント‼（どれぐらい働くと、どれぐらいの収入に？）

★1日4時間（例：11時～15時）のパート

時給900円×4時間×週3日×52週（1年）＝561,600円

時給900円×4時間×週4日×52週＝748,800円

時給900円×4時間×週5日×52週＝936,000円

★1日7時間（例：9時～17時※休憩1時間）のパート

時給900円×7時間×週3日×52週＝982,800円

時給900円×7時間×週4日×52週＝1,310,400円

時給900円×7時間×週5日×52週＝1,638,000円

事前に計算して
おけば、年末に
働き控え不要！

３．改正で注意すべきポイントは？

事業者側は？→毎月の天引き金額（源泉徴収）に注意‼

従業員側は？→配偶者控除を受ける側の所得も注意‼

源泉徴収で扶養家族の人数に応じて毎月の天引き金額を調整いただいていたかと思いますが、配偶者に関しての基
準が変わります。今まで103万超を稼ぐ配偶者は人数に入れなくて良かったのですが、今後は150万円以下であれ
ば人数に入れる必要があります。（ただし以下にも書きましたが見積金額で年間給料
が1120万円を超える従業員は配偶者を収入を問わず人数に含める必要はありません）

今回の改正で配偶者（特別）控除を受ける側にも制限ができました。配偶者控除
を受ける側の給料が1120万円超（所得だと900万円）ある場合、もとから配偶
者(特別)控除が減ってしまいます。さらに1220万円超（所得だと1000万）だと
控除の対象外となってしまうので、今回から所得税が増えてしまう方も出そうですね。

収入金額 控除額

1120万以下 満額

1121～1220万 減額

1220万超 対象外

控除を受ける側の収入制限

週３だと100万以内で
住民税・所得税なし‼
週４だと微妙に社会保険
の扶養に掛かるかも‼


